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大規模災害の際における警察と自衛隊との協力協定の締結について（通達）

大規模災害の際における警察と自衛隊との協力については、平成７年１月17日

に発生した阪神・淡路大震災において、一部の特別派遣部隊が自衛隊の航空機で

被災地に輸送されるなど、従来から官庁間協力として緊密な連携が図られている

ところであるが、この度、大規模災害に関する警察と自衛隊との相互協力関係の

手続及び内容を明らかにして、その円滑な運用に資するため、別添のとおり、

平成８年１月17日付けをもって「大規模災害に際しての自衛隊と警察の相互協力

に関する協定」を締結したので、遺憾のないようにされたい。

【継続措置状況】

初回発出日：平成８年１月17日

（有効期間：平成31年３月31日）

継続措置日：平成31年３月27日

（有効期間：平成36年３月31日）






